
第
一
節

音
楽
学
校
の
設
立
に
至
る
ま
で

音
楽
学
校
の
設
立

明
治
十
八
年
七
月
、
音
楽
取
調
掛
は
全
科
卒
業
生
と
し
て
幸
田
延
、
遠
山
甲
子
、

市
川
道
の

三
名
を
送
り
出
し
た
。
職
業
音
楽
家
と
し
て
充
分
な
そ
の
実
力
は
、
教
育

機
関
と
し
て
の
取
調
掛
の
成
果
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
音
楽
取
調
掛
が
す
で

に
学
校
に
昇
格
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
水
準
に
達
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。

掛
長
伊
澤
修
二
は
、
同
年
文
部
省
権
大
書
記
官
、

つ
い
で
編
輯
局
長
心
得
に
抜
擢
さ

れ
て
い
た
が
、
俗
曲
改
良
費
の
削
減
に
対
し
て
復
活
要
求
を
出
す
な
ど
音
楽
教
育
の

向
上
に
な
お
も
尽
力
し
つ
づ
け
、
十
九
年
秋
に
は
音
楽
学
校
設
立
の
た
め
の
建
議
書

(l
)
 

の
原
案
を
自
ら
作
成
し
た
。
こ
の
原
案
は
そ
の
後
訂
正
増
補
さ
れ
、
十

一
月
、
伊
澤

修
二
、
櫻
井
錠
二
、
矢
田
部
良
吉
、
外
山
正
一
、
穂
積
陳
重
、
村
岡
範
為
馳
、
箕
作

佳
吉
、
菊
地
大
麓
の
八
名
の
連
署
で
文
部
大
臣
森
有
證
に
上
申
さ
れ
た
。
そ
の
全
文

は
次
の
と
お
り
。

音
楽
學
校
設
立
ノ
儀
二
付
建
議

方
今
教
育
ノ
制
度
大
二

薔
来
ノ
面
目
ヲ
改
メ
上
ハ
大
學
ヨ
リ
下
ハ
小
學
二
至

ル
マ
テ
其
秩
序
整
然
定
立
シ
吾
図
将
来
赦
育
ノ
方
針
ハ
業
二
既
二
確
定
ヲ
告
ケ

ン
ト
ス
ル
ノ
期
二
逹
セ
リ
是
レ
吾
輩
ヵ
國
家
ノ
為
メ
大
二
慶
賀
シ
テ
措
カ
サ
ル

所
ナ
リ
然
リ
ト
雖
モ
猶
其
間
荀
モ
鋏
典
卜
見
ル
ヘ
キ
モ
ノ
一
モ
存
ス
ル
所
ア
ラ

ハ
敢
テ
議
ヲ
閣
下
二
献
シ
以
テ
明
黎
ヲ
懇
請
ス
ル
ハ
吾
輩
教
育
二
従
事
ス
ル
モ

ノ
ヽ
本
分
卜
思
惟
ス
ル
ニ
ヨ
リ
謹
テ
鄭
見
ヲ
左
二
開
陳
ス

抑
教
育
ノ
要
ハ
身
橙
ヲ
強
健
ニ
シ
知
識
ヲ
噌
長
ス
ル
ヲ
以
テ
重
シ
ト
ス
ル
コ

卜
素
ョ
リ
論
ヲ
待
タ
ス
ト
雖
モ
之
卜
同
時
二
亦
心
情
ノ
養
成
ヲ
怠
ル
可
ラ
ス
蓋

シ
邦
國
ノ
開
明
進
歩
ヲ
致
ス
盆
早
二
人
智
ヲ
物
質
上
二
施
ス
ニ
職
由
ス
ル
カ
如

シ
ト
雖
モ
其
賓
高
尚
ナ
ル
心
情
ノ
之
力
主
ト
ナ
リ
之
力
因
ト
ナ
ル
モ
ノ
ア
ル
ニ

非
サ
レ
ハ
盛
大
善
美
ノ
化
域
二
逹
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ハ
識
者
ノ
皆
許
ス
所
ナ
リ
然

リ
而
シ
テ
心
情
ヲ
高
尚
ナ
ラ
シ
メ
ン
ニ
ハ
一
般
ノ
趣
味
ヲ
優
美
ナ
ラ
シ
メ
サ
ル

ヘ
カ
ラ
ス
優
美
ノ
趣
味
ヲ
養
成
ス
ル
ハ
主
ト
シ
テ
美
術
ノ
カ
ヲ
仮
ラ
サ
ル
ヘ
カ

ラ
ス
是
二
於
テ
カ
美
術
教
育
ノ
要
起
ル

我
輩
今
日
教
育
施
設
ノ
方
向
ヲ
察
ス
ル
ニ
諸
般
ノ
學
蒻
皆
完
美
二
至
ル
ニ
拘

ラ
ス
獨
美
術
ノ
一
黙
二
於
テ
ハ
或
ハ
鋏
ク
ル
所
ナ
キ
カ
ヲ
疑
ハ
サ
ル
ヲ
得
ス
握

者
吾
省
音
楽
取
調
所
ヲ
設
ケ
ラ
レ
近
頃
又
圏
聾
取
調
委
員
ヲ
置
カ
ル
抑
音
楽
圏

豊
ノ
ニ
者
ハ
美
術
上
ノ
高
位
ヲ
占
ム
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
是
レ
此
拳
タ
ル
美
術
赦
育

奨
励
ノ
旨
二
出
タ
ル
ヲ
證
ス
ル
ニ
足
ル
ト
謂
フ
ヲ
得
ヘ
キ
カ
圏
畳
ノ
如
キ
ハ
暫

ク
之
ヲ
措
キ
テ
論
セ
ス
ト
雖
モ
音
楽
ノ
事
二
至
リ
テ
ハ
吾
輩
同
志
卜
共
二

其
改

良
進
歩
二
熱
心
ス
ル
所
ナ
レ
ハ
敢
テ
―
ニ
ノ
忠
言
ヲ
閣
下
二
呈
セ
ン
惟
フ
ニ
音

楽
取
調
所
ハ
敷
年
前
ノ
設
立
二
係
リ
爾
来
汎
ク
本
邦
及
西
洋
ノ
音
楽
ヲ
考
査
シ

佳
良
ノ
楽
曲
ヲ
撰
定
ス
ル
ヲ
以
テ
其
職
ト
シ
芳
ラ
音
楽
生
徒
ヲ
養
成
シ
タ
ル
モ

ノ
ナ
レ
ハ
今
日
二
至
リ
テ
ハ
既
二
幾
多
ノ
経
験
ヲ
積
ミ
進
テ
一
個
特
立
ノ
音
楽

學
校
ト
ナ
ル
ヘ
キ
ノ
期
既
二
熟
セ
リ
ト
謂
フ
モ
可
ナ
ラ
ン
然
ル
ニ
今
日
音
楽
取

調
掛
ノ
賓
況
ヲ
窺
ヘ
ハ
其
規
摸
或
ハ
前
日
ヨ
リ
縮
少
ス
ル
ア
ル
モ
更
二
之
ヨ
リ

伸
張
シ
タ
ル
ノ
賓
ヲ
見
サ
ル
カ
如
シ
是
レ
吾
輩
ヲ
シ
テ
美
術
赦
育
奨
勘
ノ
貼
ニ

於
テ
或
ハ
鋏
ク
ル
所
ナ
キ
カ
ヲ
疑
ハ
シ
ム
ル
所
以
ナ
リ
顧
テ
世
上
一
般
ノ
情
勢

ヲ
察
ス
レ
ハ
社
會
ハ
盆
改
良
ノ
運
二
赴
キ
頃
日
既
二
演
劇
改
良
ノ
美
畢
ア
ル
ヲ

見
ル
ニ
至
レ
リ
然
ル
ニ
音
架
其
他
優
美
二
屡
ス
ル
藝
術
ヲ
授
ケ
賞
地
演
技
二
堪
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叙
任
及
僻
令
明
治
二
十
一
年
一
月
二
十
七
日

文
部
省
編
輯
局
長
正
六
位

伊

澤

修

一
月
）

フ
ヘ
キ
人
物
ヲ
養
成
ス
ル
所
ハ
全
國
中
未
タ
一
モ
其
設
立
ヲ
見
サ
ル
ニ
非
ス
ヤ

是
レ
吾
國
民
ノ
一
大
不
幸
ニ
シ
テ
亦
社
會
ノ
峡
典
卜
謂
フ
ヘ
シ
故
二
今
ニ
シ
テ

吾
省
音
楽
學
校
ヲ
設
立
シ
優
等
ノ
藝
術
家
ヲ
養
成
シ
且
最
良
ノ
音
楽
ヲ
搬
張
普

及
ス
ル
ノ
責

二
任
ス
ル
ニ
非
ス
ン
ハ
菅
社
會
ノ
大
勢
二
背
ク
ノ
誤
ヲ
招
ク
ノ
ミ

ナ
ラ
ス
賂
来
吾
國
ノ
開
明
進
歩
ヲ
妨
ク
ル
ノ
憂
ナ
シ
ト
謂
フ
ヘ
カ
ラ

ス
依
テ
吾

輩
ハ
速
ニ
―
個
ノ
音
楽
學
校
ヲ
設
立
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
閣
下
二
建
議
ス
翼
ク
ハ

吾
輩
ヵ
徹
衷
ヲ
察
セ
ラ
レ
本
議
ヲ
嘉
納
セ
ラ
レ
ン
事
ヲ
謹
白
（
明
治
十
九
年
十

（
『
大
日
本
敬
育
會
雑
誌
』
第
四
十
四
号
、
明
治
十
九
年
十
一
月
）

こ
の
建
議
書
が
採
納
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
明
治
二
十
年
十
月
四
日
、
勅
令
第
五

十
一
号
、
つ
い
で
文
部
省
告
示
第
九
号
を
も
っ
て
、

音
楽
取
調
掛
は
東
京
音
楽
学
校

と
改
称
さ
れ
、
こ
こ
に
文
部
省
直
轄
の
音
楽
学
校
が
誕
生
す
る
。

文
部
省
告
示
第
九
琥

東
京
商
業
學
校
ヲ
高
等
商
業
學
校
卜
改
稲
シ
訓
盲
唖
院
ヲ
盲
唖
學
校
卜
改
稲

シ
圏
書
取
調
掛
ヲ
東
京
美
術
學
校
ト
シ
音
楽
取
調
掛
ヲ
東
京
音
楽
學
校
ト
ス

明

治

二

十

年

十

月

五

日

文

部

大

臣

子

爵

森

有

證

（
『
官
報
』
明
治
二
十
年
十
月
五
日
）

同
月
十
四
日
、
元
音
楽
取
調
掛
主
幹
誹
津
専
三
郎
は
同
校
幹
事
に
任
ぜ
ら
れ
、
ま

た
翌
二
十
一
年
一
月
二
十
七
日
に
は
文
部
省
編
輯
局
長
伊
澤
修
二
が
東
京
音
楽
学
校

長
を
兼
任
、
初
代
校
長
と
な
る
。

ス
(

1

)

 

（『官
報
』
明
治
二
十
一
年
一
月
二
十
八
日
）

東
京
音
楽
學
校
官
制

第
一
條
東
京
音
架
學
校
ハ
文
部
大
臣
ノ
管
理
二
賜
シ
音
架
師
マ
タ
ハ
音
架
数

員
タ
ル
ヘ
キ
者
ヲ
養
成
ス
ル
所
ト
ス

第
二
條
東
京
音
楽
學
校
二
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク

學

校

長

奏

任
三
等
以
上

教

授

奏

任

助

赦

授

判

任

幹

事

奏

任

四

等

以

下

書

記

判

任

第
三
條
學
校
長
ハ
文
部
大
臣
ノ
命
ヲ
承
ケ
校
務
ヲ
掌
理
シ
所
隔
職
員
ヲ
統
督

第
四
條
教
授
ハ
七
人
ト
ス
生
徒
ノ
教
授
ヲ
掌
ル
助
敦
授
ハ
八
人
ト
ス
数
授
ノ

職
掌
ヲ
助
ク

第
五
條
幹
事
ハ
一
人
ト
ス
學
校
長
ノ
指
導
ヲ
承
ケ
庶
務
會
計
ヲ
幹
理
ス

第
六
條
書
記
ハ
五
人
ト
ス
上
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
庶
務
會
計
二
従
事
ス

第
七
條
文
部
大
臣
ハ
校
務
上
ノ
須
要
二
依
リ
商
談
委
員
會
ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ア

ル
ヘ
シ
其
委
員
ハ
文
部
大
臣
之
ヲ
命
ス

第
八
條
赦
官
ノ
鉄
員
ア
ル
ト
キ
又
ハ
特
別
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
學
校
長
ハ
文

部
大
臣
ノ
許
可
ヲ
得
テ
外
國
赦
師
ヲ
雇
入
レ
又
ハ
講
師
ヲ
啜
託
ス
ル
コ
ト
ヲ

得此
他
臨
時
ノ
須
要
二
依
リ
學
校
長
ハ
文
部
大
臣
ノ
許
可
ヲ
得
テ
判
任
官
俸
給

豫
算
定
額
内
二
於
テ
雇
員
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

（
『
官
報
』
明
治
二
十
三
年
十
月
十
五
日
）

こ
の
原
案
は
『
伊
沢
修
二
選
集
』

（昭
和
三
十
三
年
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

第 2章

同
年
十
月
、
文
部
省
よ
り
官
制
の
改
正
が
公
布
さ
れ
た
。

明治時代の東京音楽学校

兼
任
東
京
音
楽
學
校
長
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